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 「子どもから大人まで全ての区民が、将来にわたって認知症とともに生きる意識を高める」。

こう宣言した東京都世田谷区の認知症施策の指針となる条例案が１５日、区議会に提出され

た。「家族や社会に迷惑を掛ける。なったらおしまいだ」という考え方の抜本的転換を目指

すのが特徴で、区によると同様な条例は首都圏では初めて。  

◆５年後には全国で 700 万人にも 

 ２０２５年には認知症の人は全国で約７００万人に達するとされる。同区は昨年初めから

本人やその家族と意見交換するなどして準備を進めてきた。  

 条例案によると、名称は「区認知症とともに生きる希望条例」。認知症の本人を「認知症

とともに生きる人」と表記した。基本理念として、①どの場所でも意思と権利が尊重され、

自らの力を発揮しながら安心して暮らし続けられる②区民や事業者などは認知症を自分の

ことと捉え、地域に自主的・自発的にかかわり、地域共生社会を実現する－を掲げた。  
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 区には、常に本人の視点に立ち、本人や家族の意見を聴いて施策を進めることを義務付け

た。施策の評価委員会委員への本人参加も明記した。区民は「本人を理解し、支え合うパー

トナー」との位置付け。認知症になってからも自分らしく暮らす備えとして来歴や意思を記

す「私の希望ファイル」などへの取り組みに、積極参加するよう求めた。  

◆「希望を持って」世の中の意識変える力に 

 「希望」という文字を条例名だけでなく目的、基本理念、基本的施策など全般にちりばめ

た。認知症になって絶望するのではなく、診断されてもさまざまな力が残っており、尊厳と

希望を持って自分らしく生きることができる、というメッセージが伝わってくる。  

 「認知症の人は問題がある困った存在で、対策の対象者とされてきた」と、区の条例検討

委員会に参加した認知症介護研究・研修東京センターの永田久美子部長（６０）。それが「国

民の１人として当たり前に暮らす権利があることを基本とすることで、日々の暮らしや医

療・介護の質の向上が期待できる」という。  

 認知症の人にやさしいまちづくりの条例は神戸市や愛知県大府市などで誕生し、今年は名

古屋市や滋賀県草津市にも登場した。世田谷区は認知症本人の声を聴く姿勢を貫き、認知症

になる前も後も希望を持って暮らせる共生社会を、多様な分野や多世代が協働して進める条

例に仕上げた。  

 条例がある和歌山県御坊市では、銭湯がシャンプーとボディーソープの容器にそれぞれ

「頭」「体」と油性ペンで書いた。「どれがどれかわからへん」との本人の声を受け、世の

中が少し変わった。世田谷区でも条例が力になって、認知症への区民の意識と行動が変わる

ことを強く期待したい。（編集委員・五十住和樹）  

◆「備え」重視の画期的・模範となる条例 

 認知症施策に詳しい元厚生労働省老健局長の宮島俊彦岡山大客員教授（６７）の話 本

人の意思と権利の尊重を明記し、「予防」に触れず「備え」を重視した点、区民をパートナ

ーと位置付け、本人を支援するサポーターよりも共に歩む姿勢を明確にした点などが画期的

で、他の模範となる条例だ。金融、交通機関やコンビニなど事業者を含めた社会も変わらな

ければならない。  

 


